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決   定   書 

東京都目黒区下目黒一丁目８番１号 

異議申立人 アマゾンジャパン合同会社 

同代表社員 アマゾン・オーバーシーズ・ 

      ホールディングス・インク 

同代理人 弁護士 平山 賢太郎 

同        矢倉 千栄 

平成３０年（査）第５号アマゾンジャパン合同会社らに対する件について，異

議申立人から，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁

止法」という。）第４７条第１項及び同条第２項の規定に基づく審査官の処分に

対し，公正取引委員会の審査に関する規則第２２条第１項の規定に基づいて，異

議の申立てがあったので，当委員会は，次のとおり決定する。 

主       文 

本件異議の申立てを却下する。 

理       由 

１ 平成３０年（査）第５号アマゾンジャパン合同会社らに対する件につき，平

成３０年３月１５日，公正取引委員会審査官服部純が，アマゾンジャパン合同

会社において，独占禁止法第４７条第１項及び同条第２項の規定に基づき，同

社に対して，６９点の物件の提出を命ずる処分（以下「本件処分」という。）

を行ったところ，異議申立人から当委員会に対し，同月２２日付けの別紙上申

書により異議の申立てがなされた。 

２⑴ 異議申立人は， 

ア 本件処分により提出を命じられた物件の中には，異議申立人の法務部従

業員（日本又は米国等の外国の弁護士資格を有する者を含む。）と異議申

立人の法務部以外の従業員との間で行われた法的助言に関する通信が記

載された書面及び異議申立人の親会社である米国法人の法務部従業員（米

国等の外国の弁護士資格を有する者を含む。）と異議申立人の従業員との



２ 

間で行われた法的助言に関する通信が記載された書面（以下「本件物件」

という。）が含まれており，本件物件は，米国その他関係各国の適用ある

法令に基づく秘匿特権により保護されている。 

イ 本件物件には，「Ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ ＆ Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａ

ｌ」との表記が付されており，異議申立人の法務部従業員が，秘匿特権に

より保護されている文書であり，本件処分の対象から除外するように求め

たにもかかわらず，審査官服部純は，企業内弁護士との通信は秘匿特権の

保護の対象に含まれない旨口頭で説明し，本件処分を行った。 

ウ 審査官が事件について必要な調査をするため独占禁止法第４７条第１

項各号に規定する処分を行うに当たっては，米国その他関係各国の適用あ

る法令に基づく秘匿特権が，完全に尊重されなければならない。 

エ 本件処分は，本件物件について米国その他関係各国の適用ある法令に基

づく秘匿特権を無視すると同時に，秘匿特権の内容及び範囲について法令

に基づかない独自の解釈に依拠して，本件について調査をするために必要

でもない物件に対して行われたものである。 

と主張する。 

⑵ 異議申立人が本件物件について主張する秘匿特権は，我が国において，具

体的な権利又は利益として認められておらず，また，本件処分は，所要の手

続にのっとり，平成３０年（査）第５号アマゾンジャパン合同会社らに対す

る件の調査に必要な物件に対して，独占禁止法第４７条第１項及び同条第２

項の規定に基づいて行われたものである。したがって，本件処分について，

違法性又は不当性は認められない。 

３ 以上のとおり，異議申立人の本件異議の申立ては，その理由がないので，主

文のとおり決定する。 

平成３０年５月１１日 

公 正 取 引 委 員 会 

    委 員 長  杉  本  和  行 

委   員  山  本  和  史 



３ 

委   員  三  村  晶  子 

委   員  青  木  玲  子 

委   員  小  島  吉  晴 



別紙
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